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　「海外宝くじ」に関する相談が市民総合相談課（市民生活センター）へ多数寄せられています。
海外から送られてくるDM（ダイレクトメール）の内容は宝くじだけに留まらず，占い，クイズ，
高額商品の当選通知など多様化しており，被害額も高額化する傾向にあります。最近では書留など
で送ってくる巧妙な手口の悪質業者もいるため，より一層の注意が必要です。

●海外宝くじを一度購入すると「購入見込みの高い消費者」として名簿が出回り，複数の業者からDM
　が届きます。最近では書留などで送りつけたり，少額の当選金と思われるお金や商品が届くなど，消
　費者の期待感を高める演出をする業者もいます。

●海外宝くじの内容を見ると，国内では存在しないような高額な当選金の獲得をにおわせる内容が多く，
　意味のわかりにくいものが多くみられます。業者は「当選した。お金を送れば賞金がすぐにもらえる。」
　と，受け取った人が誤解するような意図をもって，こうした記載をしている可能性があります。

●海外宝くじを国内で購入することは法律で禁止されています。また，当選すれば賞金を送るというシ
　ステムでは，本当に宝くじを購入しているのかすら分かりません。しかし，外国と日本との国際間取
　引となるため，たとえ，違法行為があったとしても，それを防止する有効な対策はないことから，消
　費者の被害救済は難しいのが実情です。

●海外宝くじ業者の窓口は国内にないことが多く，連絡は国際郵便や FAXでのやり取りしかできない
　業者も多くみられます。この場合，消費者が返金等について業者と直接交渉することは，時間的・距
　離的にも困難です。

●クレジットカード決済などを利用している場合，1回だけの決済のつもりが毎月引き落としがある，　
　決済した覚えのないところからの引き落としがある，などトラブルに巻き込まれる可能性もあります。
　海外宝くじ業者は日本のクレジットカード会社とは直接加盟店契約を結んでおらず，代金請求は国際
　カードブランド会社の決済センターを通じて行われます。そのため，消費者が利用するクレジットカ
　ード会社と交渉しても解決できないこともあるのが現状です。

●「いつか必ず当たる」と強く信じお金をつぎ込んで
　しまう人もいます。また，料金支払いが容易であり，
　1回当たりの送金額も数千円程度と手軽であるという
　ことも，海外宝くじにのめり込む一因であると思わ
　れます。このようなことから，長期間に渡ってお金
　を支払い続け，被害額を正確に把握することが難し
　いのが現状です。
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事例1 「単独＄4,000,000（約4億円）の当選者となる可能性のあるお客様として選
ばれました」という内容の封書が届いた。ボーナスとして高級外車が贈られ
るようだ。賞金承諾証明書を申込金とともに直ぐに送り返すように書いてある。
そこにはクレジットカード番号など，個人情報を書き込むようになっていて
不審だ。

事例2 「簡単な算数のクイズの答えと一緒に審査料数千円を海外に送ると，抽選で高
額の賞金が当たる」という内容の封書が届いた。本当だろうか。

問題点
被害にあわないためのアドバイス

●海外からのDM（ダイレクトメール）の誘いは安易に信用せず，
　絶対にお金を支払わないようにしましょう。
●クレジットカード番号などの個人情報は安易に記入しないように
　しましょう。
●不審な封書が届いたら市民総合相談課
　（市民生活センター）に相談しましょう。 CONGRA
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（参考）独立行政法人国民生活センター発行「たしかな目2007年 11月号」


